令和６年度品川区地域福祉計画推進委員会
議事概要

日時：令和７年１月２７日（月）午前９時～１０時２０分
場所：品川区社会福祉協議会　会議室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〇福祉計画課長あいさつ
本日開催いたします会議は、昨年度1年間かけてご検討いただきました第4期品川区地域福祉計画の実施状況につきましてご報告をさせていただき、それに対しご意見をいただいて推進に役立てさせていただくことを目的としております。
計画自体の目的といたしましては、孤独孤立に悩んでいる方、複雑な課題を抱え、生きづらさを感じている方が増加しているという背景を踏まえまして、誰かとどこかでつながる安心を実感できるまち品川を目指していくということを目的としております。本日は皆様から忌憚なき御意見を頂戴できればと思っております。
よろしくお願いいたします。

〇委員長あいさつ
地域福祉計画推進委員会ということで皆様のお手元には、第4期品川地域福祉計画があるかと思いますが、こちらは昨年度策定いたしました。83ページを見ていただくと、策定委員の名簿が掲載されているわけですけれども、今回の推進委員会は、この策定のときに関わってくださった方々に加えて、新しく委員となってくださった方々もいらっしゃいます。策定に関わってくださった方々には、どんな思いで策定に取り組んできてくださったのか、また、策定して今年度1年間取り組んできている中でどんな課題があるのか、ご意見いただきたいと思いますし、また新しく委員になられた方々におかれましては、計画の中身を見ていただきながら、今地域がどういう状況になっているのか皆さん方の問題意識等を、ぜひご意見いただきましてそれと計画の中身が、どのように重なっていくのかといったところで協議を進めていきたいなというふうに思っております。
まず、今日は区の重点事業について、主にご意見いただきますけれども、これにとらわれずに皆さん方の問題意識等をお聞かせいただければと思っております。

１．議題
（１）計画で推進する事業の取組み状況の報告
　　①計画で推進する事業の取組み状況一覧　　　　　　　　　　　　（資料１）
　　②各種重点事業の取組み状況
ア）児童相談所の設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（資料２）
イ）重層的支援体制整備事業と孤独・孤立対策推進事業　　　　　　　　（資料３）
ウ）共生社会の実現に向けて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（資料４）
　～認知症への理解促進・社会参加の促進・地域活動の充実～

（２）意見交換
【委員長】品川でも、それぞれ新たな取組みが始まっていますね。皆さんからご意見いただきたいと思います。
【委員】21ページの分野を横断した取組み推進の内容を聞いて感じたのは、商店街の方から商品券が長い間出ていますが、そういった商品券を使うことで地域の方に外に出てもらうということに大きく役立っているのかなと感じました。それで意見ですが、世代を超えた住民の方々が商店街で商品券を使える。商品券が使える商店街に顔を出してもらうということが一つのツールとしてもう一歩踏み込んで、導入していただくということも考えの一つになるのかなと思いました。
やはり買い物は誰でも行うものですので、そこを通して、地域の商店の方々と繋がっていくというところは、とても大事なところだと思います。
【区事務局】福祉計画課では、長寿お祝い事業として、節目を迎えた方に商品券をお配りして、お年寄りなのでなかなか行かれないような商店街の方にも、子どもやお孫さんと一緒に行ってお食事をしてきたというような話も聞きますので、商品券とても有効なアイテムだなと思っております。
【委員】商店街のところで、例えば来るお客さんとかで認知症が心配みたいな声というのは、実際活動されている中で上がったり、また地域商店街の方々の認知症サポーター養成講座を受けているお店がどれぐらい広がってきているか、教えてもらえればと思います。
【委員】実際の数は把握できていませんが、理事会などに参加していますと、商店街単位でケア品川オレンジガイドに取り組んでいますというお声はかなり増えてきています。そして店舗前にリスのステッカーを貼ってくださっているお店もどのくらいとは言えないが、広がってきている現状はあります。
それと商品券の話の延長線ですけど、区の方からは商品券をデジタル化するという方向性が実際問題ございます。デジタル化はとてもいいのですが、そうなると、こういった地域の商店街だけで使ってもらっている商品券が、例えばスーパーなど、そういったところでも使えることになってしまい、そうすると、地域の見守りの役目がおろそかになってしまうのかなというところが懸念されます。それは商店街連合会の方でも考えるべきことかもしれませんが、区の方でも今の時代に合ったデジタル化が全て良いということで考えていらっしゃるとしたら、地域見守りの観点からいくと、どこか欠陥が生じてくるんじゃないかなと感じています。
【委員長】この点について、区ではデジタルと紙媒体を併用していくようなイメージなのか、その辺は何か検討されていることはあるか、所管されているところにお伝えいただきたいと思います。
【委員】児童相談所が品川区独自になってまだ数か月ですが、急激に相談件数が増えたのはなぜでしょうか。
【児童相談課長】ご質問ありがとうございます。資料の2ページ目の上側になりますけれども、児童相談所の概要というところで、①相談通告窓口、児童相談所開設にあたり、児童虐待の通告窓口を児童相談所に一元化しますというふうに記載をさせていただいております。これまでは東京都都道府県機能としての東京都品川児童相談所と市町村機能としての区の子ども家庭支援センターが、それぞれ児童虐待に関する通告や相談を受けておりましたが、10月以降は都道府県機能としての児童相談所が同じ品川区の中に入りましたので、このタイミングで全ての児童虐待に関する通告の窓口を品川区児童相談所に一元化したという経緯があります。
様々なメリットがあるということで、この手法を選択しておりまして、これまで子ども家庭支援センターに入っていた通告も品川区児童相談所の方に入ることになりましたので、普及啓発の効果と合わせて、こういった要因も相まって件数が増えたものというふうに捉えております。以上です。
【委員】実際に必要とする方に周知するというのは難しいことです。様々冊子は出ていますが、本当に行き渡っているか、必要とされている人に伝えていかないといけないと常々思っています。
【委員長】ありがとうございます。この地域福祉計画の取組みをどう知ってもらうかというところも課題としてあると思います。
例えば候補として、地域福祉フォーラムみたいなものを開いて、区内でどんな活動をされているのか、市民団体や専門職の方々の、取組みを伝えられる場を作っていく、仰ってくださったように活動されている方々を通して必要な方々に伝えていくというところも大事なところかと思います。
【委員】重層的支援体制整備事業のところで、ほっとステーションの事業の対象が高齢者から全世代に展開するということが本当に嬉しく思っています。地域福祉計画推進委員は長くやらせていただいておりますけど、ほっとステーションのスタート当初から高齢者に限定しないことにしてほしいということをずっと声を上げてきたので、例えば、パンフレットもどうしても高齢者のための支え愛みたいなイメージの強いものですけれども、そこも刷新して誰でも利用できる、高齢者に限らずほっとステーションが機能できるようにどんどん変化していくことを願っております。
これと関連して、地域の中での交流事業など、私が住んでいるところでほっとステーションの方と協力して個人的に楽しいことをしようとしていますので、できるところで協力していきたいです。
あともう一つ、児童相談所のことについて、今日のご報告の中では児童相談所の中での児童虐待防止とそれから一時保護所の話がメインだったと思いますが、私の周りに特別養子縁組や里親の養育家庭をしていらっしゃる方との接点が区内外含めて複数ありまして、実際に特別養子縁組をしている保護者の方だとか、里親の養育家庭をしている方からお話を伺うことがいろいろあります。既に日本はちょっと先進国の中では遅れているけども、実施家族が子どもを育てるべきという時代から児童養護施設のような施設型ではなくて、できるだけ家族家庭に近いような環境で、全ての子どもが権利をきちんと守られて暮らしていける仕組みを作っていこうということに取り組まれているけど、なかなかそこが進んでいかない。養育家庭の数がなかなか伸びないというのが現状だと思います。そこで、いわゆる里親推しみたいなことでも。時々子ども家庭支援センターや児童相談所からもご相談いただいて私たちでできることで、協力したいと思い、委託事業で講演会をしたりしていますが、是非里親推進あるいは特別養子縁組も含めて実子家族で暮らすことが困難な子どもたちが新しい家族、ステップファミリーなど色々ございますが、出会えるような取組を積極的にしていただきたいなと思っております。啓発事業もそうですし、あるいはおばちゃんちも乳幼児の一時預かりをやっていますけども、現実に里親で育てている方が、おばちゃんちの一時預かりに子どもを預けているケースもありまして、最近も初めて養育家庭になられた方が非常に困っていたり、おばちゃんちでお預かりするということは相談したいという話が進んでいます。私がよく知っている養育家庭をしている方も、おばちゃんちともう10年来の長い付き合いがあって、おばちゃんちのような存在や、おばちゃんちから知った色々な児童センターとかももちろんですけども、子育てを応援してくれる大小様々な活動や団体があって、そこで出会った人たちがいるから私は養育家庭ができるのよということを、その方が言っておられて、啓発をして受ける仕組みができたからできるわけじゃなくて、その養育家庭を支える仕組み、支え合う仕組みというのも欠かせないところなので、そこは児童相談所がさらに委託事業としてやっておられると思いますけども、そこの充実が急務だなというふうに肌で感じているので、ぜひそこも進めていただきたいなというふうに、そしておばちゃんちとしてもできるところは一緒にやっていこうと思っていますので、パートナーとしてぜひこれからもよろしくおねがいしたいところです。以上です。
【児童相談課】時間も限られているのでご紹介できませんでしたけれども、ご紹介いただいた通り、児童相談所の大事な機能として里親の啓発の部分は担っているところでございます。ご紹介も兼ねて少しお話させていただきたいのですが、品川区児童相談所は当然虐待対応機関だけではないです。非行案件ですとか障害保険案件様々な案件を扱っておりますけれども、今とりわけ児童虐待の件数がかなり増えているということで社会の注目を集めているところは事実でございます。その中で、お子様の養育が難しくなったあるいはお子様の方から、家庭での生活がこれ以上継続できないというような訴えがあった際には、その他の調査の目的も兼ねまして一時保護というものを行います。先ほど少しご紹介した通り、品川区の児童相談所の中で一時的にお預かりをしますけれど、法律で2ヶ月という上限が定められています。もちろん延長はできますが、基本的には短期での入所が想定されております。国は、家庭養育優先の原則というものを掲げておりまして、子どもは家庭的な環境で育つのが一番いいよねと言っています。一時保護施設は定員14名という記載がありますとおり、集団保育になります。広域集団養育になりますので、できるだけ速やかにご家庭あるいはご家庭に近い環境にお戻しした方がいいかなというふうに児童相談所としては考えております。ただ、様々な事情がある中で、ご家庭への復帰が難しい、あるいは見込みが立たない、あるいは親御さんがいないといった場合もありますので、そういった場合に優先順位として、先ほどご紹介いただいた特別養子縁組や養育家庭、いわゆる里親さんにお願いするということもあります。また難しい場合は施設の方にお願いしたりと、区としては、優先順位を立てながらそれぞれのケースワークの中で、状態を見極めて検討しているところでございます。もう一点だけ、里親の委託を進めたいところですけれども、そもそも今里親の数が絶対的に足りていないというところでございまして、多くの里親のところに行けるべき子どもが、実は行けずに一時保護施設にとどまっていたり、施設養護に行かざるを得ないという状況があります。里親のそもそもの数の拡大というのは今急務ということで捉えております。総括的な所と里親業務を委託できる業者にお願いをしつつ、区としても責任を持ってその里親業務を推進するために区のいわゆるバックアップ組織とも連携しながら、地域の里親の掘り起こしに努めているということでございます。また引き続き、子育てメッセ等の機会を活用しまして、里親の普及啓発あるいは里親の研修ですとか定着率向上といったところにも力を入れていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
【委員長】里親の方が孤立しないように支える仕組みというところで、ご意見いただきました。その他はいかがですか。
【委員】提案をしていただいている様々な福祉の政策自体は、良いものだけれど、住民の中には、そういったところへ自ら行くことができない人もいます。超高齢者の場合は、そういう方たちに対しては高齢者クラブ員が、色々な個人情報も持っておりますから、訪ねて異常を察知して防いでいくなど、そういう形を取るように努力をしているというのが、活動の実態です。高齢者クラブでは色々な講習会や、あるいは健康づくりといったものを中心にやっておりますけれども、参加できる人はいいですが、参加できない人は問題なので、そういった人たちに手を差し伸べることが必要だということを常に感じている状況でございます。以上です。
【委員長】今のところの話に関連して、重層的支援体制整備事業の資料が配られましたけれども、取組み②のところに地域づくりってありますね。ここで例えば居場所づくりを行うと書いてありますが、やはり居場所に行けない人たちもいる。そういうことを考えると、地域づくりは居場所づくりだけでなくて、居場所に行けない人たちが孤立しないための取組みも考えていくということが大事で、そういったところを大事にしてやってくれているというところだと思います。また活動されている方々の中で、ちょっとこの方認知症が心配だなみたいなことがあったときに、そこは速やかに専門職と繋げていただくなど、そういった点では、とても大事な存在だと思うのでこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。
【委員】私どもの方は地域事業から子どもたちの成長をどう支えていくかという側面から、区内13地区の各センターで取組みを幅広く行っています。状況としては、子どもたちの事業への参加が増加しております。どこの地区も抽選で参加者を決めている状況です。もちろんご家庭の皆さんのご理解がそれだけ進んできているんだろうと思うのとともに、事業内容をいろいろ工夫しながら、今に寄り添った状況で運営していくということが大事なことでもあります。活発に皆さんに活動していただいているという状況でございます。
【委員長】ありがとうございます。他の地域だとそういった取組み自体が難しくなっていたり、参加する子どもが減ったりということも聞きますが、逆に増えているというのは、やはり皆さんが頑張ってくださっている証なのかなと思います。関連して、例えば計画の47ページに、小地域のネットワーク化というのが入っていまして、先ほどの重層的支援体制整備事業の地域づくりに関係するところで、プラットフォームを作っていきましょうということなので、例えば今のような話などもそういった小地域の中で共有していただきながら、他にもっとこういうこともできるんじゃないかというところも、他の方々と一緒に検討していただいて、何か次の展開も、開けるといいなと思います。その他いかがでしょうか？
【委員】居場所に参加できない人たちの問題を今いただいたと思いますが、交流サロンとか乳幼児等に関する取組みは沢山してくださっていると思いますが、障害を持つ子どもを育てているご家族は多分そういうサロンとかに一歩踏み出すのに大変勇気がいることだと思います。小さいときにこういう地域のお子さんたちと一緒に過ごす環境に参加できるように保健センターの方とかも中心になって、ちょっと背中を押してもらえるようにしていただけると大変ありがたいなと思いました。以上です。
【委員長】ありがとうございます。例えば障害をお持ちのお子さんとかだと特別支援学校に行くことが多くなると、自分が暮らしている地域の子どもたち同級生とかとの繋がりが弱くなってしまうことがよくありますよね。そう考えると、自分が暮らしている地域の方々と繋がる機会をどう作れるかというのは、とても大事なところだと思いますので、ぜひ関係部署の方々とそういった取組みを、考えていただけたらと思います。
【委員】町会からですが、地域では健康づくり、それから民生委員や高齢者クラブなど高齢者の活動がそれなりにできていますけれど、お見えになる方はどうしても決まっています。どうにか取り組む方法がないかなというふうに私はいつも思っています。個人情報保護法が厳しくなる前は、70歳の方の名簿をもらえたので、敬老の日に高齢者の人を各自訪問して皆さんの様子を見て、参加したメンバーたちにはどんな様子だったかということをきちんと聞いて支援が必要だったら、気にかけましょうというふうな活動をしていましたが、個人情報保護法が厳しくなってから名簿がいただけない。そうすると町会の事業としては来てくださいという事業になってしまいました。敬老の日の集いでお祝いをお渡ししますから、来てください。そうするとまた、元気な人しか来られないということがありまして、高齢者の孤独・孤立の部分をどうにか町会として見ていく方法を何か施策として考えていかなければいけないというふうに思っております。
【委員長】大事なご意見ですね。この点について区の方いかがでしょうか。
【区事務局】ご意見ありがとうございます。個人情報の扱いが厳しくなってという声は各町会からも町会長さんからも聞こえてきます。具体的にどうやって70歳の方を見られるかみたいなところも地域活動課の方からはご案内はあったかと思います。高齢者に対しての見守りは、町会さん中心にこれまで行ってきていただいているところですが、それ以外にも見守りネットワーク事業というのを区の方でもやっておりまして、何か気づいたらすぐ連絡が来るような仕組みもあります。先日はそういった方々が集まって、どういう活動をしているかというような、顔の見える関係作りもすすめておりまして、そういうところと町会さんも含めて、うまく組み合わせれば、見守りについても何かしらもっといいものができるのかなと思っているところでございます。
【委員】一点質問ですが、避難行動要支援者の名簿を作られていて、町会の方に行くかと思いますけれども、地域によっては災害時のためだけに作っているので普段からの活動には活用できないということがよく聞かれます。でも実際は普段からの繋がりが大事なので、何か繋がり作りのためにも活用できるようにすることが、必要だと思いますが、区の位置付けだと避難行動要支援者の名簿は、普段からの活動においても活用してもいいという位置づけなのかどうか、その辺わかれば教えてもらえますか。
【区事務局】災害時の支援に必要だというときに使うものとされています。ただ各町会さんには、民生委員さんの方で実態調査を３年に1回行っていますけれども、75歳以上の一人暮らしの高齢者で訪問希望する方の名簿と一緒に、避難行動要支援者名簿の一体化名簿というのを希望する町会さんの方にお渡ししていまして、それも町会への提供をしていいですよといった方に限ってということになりますが、そういったもので町会に対して、活動といいますか見守り支援をしていただきたいというものについては、合わせた形での町会さんの方での取り扱いというのは可能というふうに思っております。
【委員長】ありがとうございます。一定のルールのもとで、支援が必要な方ができるような形で、区民の声を聴きながら、仕組みを整えていただけたらと思うので、よろしくお願いします。
【委員】質問になりますが、支え愛・ほっとステーションを2名から3名に増やすということで、全世代対象をだんだん展開するために増やしていくのか、それともニーズが多くて充実させていくというところなのかというのをお聞きしたいのが一つ。もう一つが地域づくりで、高齢者を中心とした色々な団体との協働の推進で、学校や支援団体との協働の推進で新しい居場所づくりをしていくというイメージが見えましたが、どの辺りを目標にしているのか具体的に教えていただきたいです。
【区事務局】まず支え愛・ほっとステーションのコーディネーターが2名から3名に増員するというところですが、資料にもありますとおり、相談対象を拡大していきたいところです。今65歳以上ということにしておりますが、実際には、ご家族の方も相談に来ていたりと、そういった状況がございますので、高齢者の相談だけではなく、福祉全体の相談ができる窓口ということで展開をしていきたいということで、増員をしていくというものでございます。やはり2名だと足りず、例えば1人が地域づくりに行っていると、1人で対応したり、休みも取れなかったりと、そういうこともありますので3名体制で地域の相談体制を固めていきたい、関わっていきたいということでございます。それから地域づくりとして、居場所の創設という部分につきましては、まず地域の中でどういう方がいてどういう要望があるのかというところから探っていく必要があるかと思っております。今、「よりみち」という高齢者が集えるような居場所づくりをこれまでも、支え愛・ほっとステーションの方で進めていましたが、それとプラスアルファでどういうことができるのかというところを、さらに増員の体制のもと、地域の方も巻き込んでこちらにいらっしゃる方々と一緒にというところで、協働という言葉を使っております。そういうところで、まず地域がどういう要望、ニーズがあるかというところを踏まえて作っていければなと思っているところです。
【委員長】ありがとうございます。
【委員】品川オレンジガイドの中の本人ミーティングや家族ミーティングなどの声掛けをもっと事業所側に強く品川区から言っていただくと、ヘルパーさんが認知症の家庭に入ったときに、ご家族にこういう支援があるよとお伝えできるのかなと思いました。もう一つは支え愛・ほっとステーションの職員増は現場の方からすると、支え愛.ほっとステーションが担う役割は多岐にわたっていて、この人員で本当に賄っていけるのかなというぐらいのものだったので心強いなと思いました。
もう一つ子どもの育成の話ですが、品川区の養護施設を出た20歳の子とお食事をした。とてもまっすぐ育っていて、品川区の養護施設の状況が良いんだなと実感しました。ただ、やはりお金の使い方とかいうのが圧倒的に違っていて、そういう卒園した子とか施設を出た子を追跡することで、今いる施設の子にどんな教育を施したらいいのかというのがフィードバックできるのではないかと思いました。
【委員長】皆さんご意見いただきましてありがとうございます。随時お気づきの点はそれぞれ所管課の方にお伝えいただきたいと思うので今後ともよろしくお願いいたします。議事は以上となります。
【区事務局】貴重なご意見をたくさん頂戴いたしましてありがとうございます。地域福祉計画はこういった形で今後もサイクルを回していくということになります。皆様から頂いた意見、ここにいない所管課にも共有させていただき、区として取組みを深めていきたいと思います。本日は皆さまどうもありがとうございました。
